
○暮らし・環境 
 

政策目標２ 

良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現 

 

施策目標３ 

総合的なバリアフリー化を推進する 

高齢者、障害者を含むすべての人々が安心して生活することができるよう、

一体的・総合的なバリアフリー化等を推進する。 

 

業績指標 

８ 

１日当たりの平均利用者数が５，０００人以上の旅客施設、そ

の周辺等の主な道路、不特定多数の者等が利用する一定の建築

物及び住宅のバリアフリー化の割合（①旅客施設の段差解消、

②視覚障害者ブロック、③道路、④建築物、⑤住宅） 

９ 

低床バス車両・ノンステップバス車両の導入割合及び福祉タク

シーの導入数（①低床バス車両、②ノンステップバス車両、③

福祉タクシー） 

１０ 
バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客船、航空機の割合（①

鉄軌道車両、②旅客船、③航空機） 

１１ 交通アドバイザー会議における意見への対応件数 

１２ 
バリアフリー化された都市公園の園路及び広場、駐車場、便所

の割合（①園路及び広場、②駐車場、③便所） 

１３ バリアフリー化された路外駐車場の割合 

１４ 
高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率

（①一定のバリアフリー化、②高度のバリアフリー化） 

１５ 
共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカー

で通行可能な住宅ストックの比率 

１６ 
不特定多数の者等が利用する一定の建築物（新築）のうち誘導

的なバリアフリー化の基準に適合する割合 

１７ ＩＣカードが導入されたバス車両数 
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【評価結果の概要】 

 

（総合的評価） 

ユニバーサル社会の実現のための施策目標の達成に向け、各業績指標とも概ね順調か

つ着実に推移しているところである。引き続き、バリアフリー新法に基づいた、公共交

通機関、道路、都市公園、路外駐車場、建築物等の個々の施設・設備のバリアフリー化

及び一体的・総合的なバリアフリー化を推進するとともに、公共交通機関の利用者のニ

ーズの把握と施策への反映に努めていく必要がある。 

 

（必要性） 

本施策は、高齢者、障害者等に配慮された社会を実現するものであり、高い公益性を

有するものであるとともに、本格的な高齢化社会に対応するための緊急性を有している

ものであり、政府（国）が主体となり自らの責務として実施する必要がある（バリアフ

リー新法において、国は移動等円滑化を促進するため、必要な資金の確保、教育活動、

広報活動、その他の措置を講ずるよう努めなければならない旨規定されている）。したが

って、ユニバーサル社会の実現に向けた各施策を引き続き講じることが必要である。 

 

（有効性） 

ユニバーサル社会の実現のための施策目標の達成に向け、各業績指標に基づく事業等

は概ね順調かつ着実に進捗しているところであり、また、バリアフリー新法に基づき市

町村が作成する基本構想は、平成１３年度末では１５市町村において１５の基本構想が

策定されていたものが、平成１９年３月末日現在では２３５市町村において２９１の基

本構想が策定されており、順調かつ着実に増加しているところである。今後もユニバー

サル社会の実現に向けた各施策を引き続き講じることが有効である。 

 

（効率性） 

バリアフリー新法に基づいた個々の施設整備と併せ、基本構想策定促進施策や「心の

バリアフリー（一般国民一人ひとりがバリアフリーに対する理解を深めること）」施策を

含めた一体的・総合的なバリアフリー化を推進することによって、効率的なバリアフリ

ー化を推進しているところである。また、直接公共交通機関の利用者からニーズの把握

を行うことで、効率的な施策への反映に努めているところである。 

 

（反映の方向性） 

・より一層の一体的・総合的なバリアフリー化施策等の推進 

・より一層の個々の対象施設・設備等のバリアフリー化等の推進 

・公共交通利用者ニーズを踏まえた施策の推進 

23



業績指標８ 

１日当たりの平均利用者数が５，０００人以上の旅客施設、その周辺等の主な道路、不特定多数の者等が利用する

一定の建築物及び住宅のバリアフリー化の割合（①旅客施設の段差解消、②視覚障害者誘導用ブロック、③道路、④

建築物、⑤住宅） 

 

評 価 

①旅客施設の段差解消      Ａ－１ 

 

 

②視覚障害者誘導用ブロック   Ａ－１  

 

 

③道路             Ａ－２ 

 

 

④建築物            Ａ－１ 

 

 

⑤住宅             Ｂ－３ 
 

 

①目標値：７割強  （平成１９年度） 

実績値：６３．１％（平成１８年度） 

初期値：３９．３％（平成１４年度） 

②目標値：８割強  （平成１９年度） 

実績値：８８．３％（平成１８年度） 

初期値：７２．０％（平成１４年度） 

③目標値：約５割  （平成１９年度） 

実績値：４９％  （平成１９年度） 

初期値：１７％  （平成１４年度） 

④目標値：約４割  （平成１９年度） 

実績値：４１％  （平成１８年度） 

初期値：約３割  （平成１４年度） 

⑤目標値：約１割  （平成１９年度） 

実績値：３．４％ （平成１５年度） 

初期値：２．７％ （平成１０年度） 

 

（指標の定義） 

①旅客施設の段差解消 

１日あたりの平均的な利用者数が５，０００人以上である旅客施設（鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミ

ナル、航空旅客ターミナル）のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新

法）に基づく「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令」（公

共交通移動等円滑化基準）第４条（エレベーター、スロープ等の設置による段差の解消）を満たしたものの割合。

②視覚障害者誘導用ブロック 

１日あたりの平均的な利用者数が５，０００人以上である旅客施設（鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミ

ナル、航空旅客ターミナル）のうち、バリアフリー新法に基づく公共交通移動等円滑化基準第９条（視覚障害者誘

導用ブロックの設置）を満たしたものの割合。 

③道路 

１日あたりの平均利用者数が５，０００人以上の旅客施設周辺等における主な道路（注１）のうちバリアフリー

化（注２）された道路の割合。 
（注１）：市町村が「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（旧交通バリアフリー法）に基づく重点整

備地区内の特定経路として定めている道路。 

（注２）：「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」に定められた道路の構造に関する基準を満たし、高齢者・障害者等

の移動等円滑化が図られた状態。 

④建築物 

床面積２，０００㎡以上の特別特定建築物（注１）の総ストック数のうち、バリアフリー新法に基づく建築物移

動等円滑化基準（注２）に適合するものの割合。 
（注１）：病院、劇場、ホテル、老人ホーム等の不特定多数の者または主として高齢者、障害者等が利用する建築物 

（注２）：出入口、廊下、階段、エレベーター、便所等の施設の構造及び配置に関する基準 

⑤住宅 

全住宅ストックのうち、「手すりの設置」「広い廊下幅の確保」「段差の解消」がなされた住宅ストックの割合 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

①旅客施設の段差解消、②視覚障害者誘導用ブロック 

バリアフリー新法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（基本方針）において、平成２２年までに

１日あたりの平均的な利用者数が５，０００人以上の鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客タ

ーミナルにおいて原則として全て移動等円滑化を達成することを目指しており、それを現況値との勘案で平成１９

年度の目標値を設定している。 

③道路 

平成２２年までに１００％を目指す（基本方針）こととして、平成１９年度の目標を設定。 

④建築物 

基本方針における平成２２年までの目標（約５０％）、これまでの取組及び平成１４年（旧バリアフリー法改正）

からの基準適合の義務化を踏まえ、平成１９年度までの２，０００㎡以上の特別特定建築物の総ストック数のうち

建築物移動等円滑化基準を満たす割合の伸びを想定し、目標値（平成１９年度）を設定している。 

⑤住宅 

第八期住宅建設五箇年計画（以下「八期五計」という。）で、平成２７年度において住宅ストックの２割をバリ

アフリー化がなされた住宅とすることを目指すこととしており、それを平成１９年度分まで年度割した。 

 

（外部要因） 

①旅客施設の構造等 

②③該当なし 
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④経済状況等による新規建築物着工数等 

⑤新規住宅着工数、リフォーム件数等 

 

（他の関係主体） 

①②③地方公共団体（事業主体）、公共交通事業者（事業主体） 

④建築事業者（事業主体） 

⑤該当なし 

 

（重要政策） 

【施政方針】 

・第１６２回国会施政方針演説（平成１７年１月２１日） 

「公共施設のみならず、制度や意識の面でも社会のバリアフリー化を引き続き推進いたします。」 

【閣議決定】 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）（平成１８年２月２８日閣議

決定） 

・経済財政改革の基本方針２００７（平成１９年６月１９日閣議決定） 

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に掲げる目標の達成に向けてバリアフリー環境の整備に取り組む。（第

４章５．） 

【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成１５年１０月１０日閣議決定）「第２章及び第３章に記載あり」 

【本部決定】 

 なし 

【政府・与党申合】 

 なし 

 

過去の実績値（①旅客施設の段差解消） （年度） 

 Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

旅客施設 ３９．３％ ４４．１％ ４８．９％ ５６．５％ ６３．１％ － 

鉄軌道駅 ３９．０％ ４３．９％ ４８．７％ ５６．３％ ６２．８％ － 

バスターミナル ７１．１％ ７１．４％ ７３．２％ ７５．０％ ７６．２％ － 

旅客船ターミナル ５５．６％ ７５．０％ ７７．８％ ７１．４％ ８８．９％ － 

航空旅客ターミナル ０％ 

（１００％） 

５．０％ 

（１００％）

３１．８％

（１００％）

４３．５％

（１００％）

６５．２％ 

（１００％） 

－ 

過去の実績値（②視覚障害者誘導用ブロック） （年度） 

 Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

旅客施設 ７２．０％ ７４．２％ ８０．１％ ８２．８％ ８８．３％ － 

鉄軌道駅 ７２．６％ ７４．９％ ８０．６％ ８３．３％ ８８．６％ － 

バスターミナル ５７．８％ ４７．６％ ５３．７％ ５４．５％ ６６．７％ － 

旅客船ターミナル ４４．４％ ５０．０％ ５５．６％ ５７．１％ ７７．８％ － 

航空旅客ターミナル ３３．３％ ４５．０％ ８１．８％ ８７．０％ ９１．３％ － 

過去の実績値（③道路） （年度） 

 Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

道路 １７％ ２５％ ３１％ ３９％ ４４％ ４９％ 

過去の実績値（④建築物） （年度） 

 Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

建築物 約３割 ３割 ３４％ ３８％ ４１％ － 

過去の実績値（⑤住宅） （年度） 

 Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
住宅 ２．７％ － － － － ３．４％ － － － － 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・歩行空間のバリアフリー化の整備（◎） 

主要な鉄道駅等の周辺とあわせて、駅、官公庁施設、病院、福祉施設等の周辺、及びこれらを相互に連絡する

道路において、誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道などの整備、歩道の段差解消等を実施。特に旅客

施設周辺における主な道路において歩行空間のバリアフリー化を推進。 

予算額：事業費 １，６５２億円の内数（平成１９年度） 

・旅客施設のバリアフリー化の推進（◎） 

補助・税制・融資制度などの支援措置により、鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、空港等の旅客

施設のバリアフリー化を推進。 

予算額：鉄軌道駅におけるバリアフリー化の推進        ８５．５億円（平成１９年度） 

バスターミナルにおけるバリアフリー化        １５．５億円の内数（平成１９年度） 

旅客船ターミナル等におけるバリアフリー化 ２，３４１．１億円の内数（平成１９年度） 

空港のバリアフリー化              １７１．４億円の内数（平成１９年度） 

・建築物のバリアフリー化の推進（◎） 

  百貨店、劇場、老人ホーム等の不特定多数の者又は主に高齢者、障害者等が利用する建築物について、床面積

２，０００㎡（公衆便所は５０㎡）以上のものを新築等する際の段差解消等のバリアフリー化を推進。 

・住宅のバリアフリー化の推進（◎） 

  住宅のバリアフリー改修工事を行った場合に住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する等を内容と

するバリアフリー改修促進税制を創設し、また、高齢者世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世

帯に施策対象を重点化し、整備費助成及び家賃低廉化助成を通じて良質な賃貸住宅の供給を促進する地域優良賃

貸住宅制度を創設するなど、住宅のバリアフリー化を推進。 

・バリアフリー新法に基づく総合的なバリアフリー化の推進（◎） 

バリアフリー新法の施行を踏まえ、高齢者・障害者をはじめとする誰もが自立できるユニバーサルデザインの

考え方に基づいたバリアフリー社会を着実に実現するための施策（「心のバリアフリー」社会の実現のための施

策の拡充、新たな制度に基づく基本構想の策定促進、段階的・継続的な発展（スパイラルアップ）を図るための

体制確立）を実施することにより、より一層のバリアフリー化の推進を図る。   

予算額：バリアフリー新法に基づく総合的なバリアフリー化の推進 １．０億円（平成１９年度） 

・官庁施設のバリアフリー化の推進（◎） 

  窓口業務を行う官署が入居する官庁施設について、窓口業務を行う事務室の出入口の自動ドア化、多機能トイ

レの設置等による高度なバリアフリー化を目指した整備を推進する。また、既存施設について、手すり、スロー

プ視覚障害者誘導ブロック、車いす使用者用便所、自動ドア、エレベーター等の改修を実施する。 

 予算額：２３２億円の内数（平成１９年度） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

・交通バリアフリー設備の特別償却制度（所得税、法人税） 

高齢者・障害者等が鉄道駅、路面電車、バス及びタクシー車両を安全かつ容易に利用できるようにするため、

これらの施設に係る特定設備を取得した場合の特別償却制度 

減収見込額 ３６８百万円（平成１９年度） 

・駅のバリアフリー化改良工事により取得した施設に係る特例措置（不動産取得税、固定資産税、都市計画税） 

  高齢者・障害者等が鉄道駅を安全かつ容易に利用できるようにするため、鉄道駅に係る特定設備を取得した場

合の特例措置 

 減収見込額 １１百万円（平成１９年度） 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

①旅客施設の段差解消、②視覚障害者誘導用ブロック 

・平成１９年度の実績値は現在集計中であり、進捗状況についての正確な判断はできないが、段差解消について、

平成１６年度から平成１８年度までの鉄軌道駅の実績値は４８．７％、５６．３％、６２．８％となっている。

これを事業者別に実績値をみると、ＪＲ旅客会社については平成１６年度から４７．１％、５７．２％、

６３．９％に、大手民鉄については平成１６年度から５１．２％、５７．８％、６４．９％に、東京地下鉄・公

26



営地下鉄については、平成１６年度から４５．８％、５０．４％、５５．４％にそれぞれ増加している。このう

ち、東京地下鉄・公営地下鉄については、地下に駅があるために、新たにエレベーター等を設置する場合、大規

模な改良工事を行う必要があること等の理由から、段差の解消が進みにくい駅もあるが、交通バリアフリー法の

施行以前より積極的にバリアフリー化に取り組んでいたために、法施行前に整備されたエレベーターにガラス窓

がはめ込まれていない等、実質的に段差解消はなされているが、公共交通移動等円滑化基準に適合していないと

いうケースも多く見られる。また、比較的新しく開通した地下鉄については、整備の段階からバリアフリーを考

慮していること等から、ほぼ段差が解消されている。視覚障害者誘導用ブロックの設置については、平成１６年

度から平成１８年度までの鉄軌道駅の実績値が８０．６％、８３．３％、８８．６％となっている。事業者によ

っては輸送人員の伸び悩み等の経営的な不安要素はあるものの、順調に進捗してきている。 

・さらにバスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルの段差解消について、平成１６年度から平成

１８年度までの実績値は、バスターミナルについて７３．２％、７５．０％、７６．２％となっており、旅客船

ターミナルについては７７．８％、７１．４％、８８．９％（平成１７年度における実績値の減少は、公共交通

移動等円滑化基準に適合している１日当たりの平均の利用者数が５，０００人以上の旅客施設の一部が

５，０００人未満となったことによるもの。）、航空旅客ターミナルについては３１．８％、４３．５％、

６５．２％となっている。なお、航空旅客ターミナルについては、エレベ－タ－等は、１００％設置済みである。

また、視覚障害者誘導用ブロックの設置について、平成１６年度から平成１８年度までの実績値はバスターミナ

ルについて５３．７％、５４．５％、６６．７％となっており、旅客船ターミナルについては５５．６％、

５７．１％、７７．８％、航空旅客ターミナルについては８１．８％、８７．０％、９１．３％となっている。

事業者によっては、輸送人員の減少等の経営的な不安要素はあるものの、旅客施設のバリアフリー化設備整備は

進捗してきている。 

③道路 

・平成１９年度末における歩行空間のバリアフリー化率が約４９％となり、平成１４年度から５年間で約３２ポイ

ント増加し、目標を達成した。なお、国及び都道府県が管理する道路のバリアフリー化率については、約５７％

にまで進捗している。 

④建築物 

・２，０００㎡以上の特別特定建築物の総ストックのうち、建築物移動等円滑化基準を満たす割合については、平

成１４年度は３割に満たなかったが、平成１４年（旧ハートビル法改正）に、２，０００㎡以上の特別特定建築

物の新築等をする際に建築物移動等円滑化基準への適合義務が課されたこと等により、平成１８年度には４１％

に達し、着実に施策の効果が現れており、平成１９年度においても、２，０００㎡以上の新築等が行われる特別

特定建築物全てが新たに基準を満たすこととなるため、当初の目標（平成１９年度：約４割）は達成される見通

し。 

⑤住宅 

・５年に一度の住宅需要実態調査を基に推計しており、直近のデータは平成１５年度のものであり、平成１９年度

の実績は把握できない。トレンドとしては平成１５年度の実績値は３．４％と、平成１０年度の２．７％に比べ

て微増であり、住宅ストック全体では伸び悩んでいる。特に持家・借家別にみると持家が４．３％であるのに対

し、借家が１．５％と低水準である。但し、建築時期別にみると、平成２年度以前は０．９％であるが、平成

１１年度以降が１６．３％と新築住宅（建替え含む）のバリアフリー化率は高まっている。 

 

（事務事業の実施状況） 

①旅客施設の段差解消、②視覚障害者誘導用ブロック 

・旅客施設のバリアフリー化については、基本的には公共交通事業者がバリアフリー化のための投資を行っており、

補助・税制・融資等の支援制度の活用を通じてバリアフリー化を進めている。輸送人員の減少に伴い、今後公共

交通事業者の投資意欲が減退する恐れがあるが、各支援制度の有効活用及びバリアフリー新法における基本構想

の策定促進などの施策を推進することを通じて旅客施設のバリアフリー化が進むと考えられる。 

・バリアフリー新法においては、市町村は、地域の実情に応じて、旅客施設、官公庁施設、福祉施設等の主要な生

活関連施設とその周辺の重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための基本構想を作成できることとして

いる。平成２０年３月末現在、５，０００人以上の旅客施設の所在する５２４市町村のうち、２２１の市町村の

作成した基本構想を受理するほか、策定中が１、今後作成予定としているところが１６１となっており、これら

で全体の７０％を占めている。今後、これらの市町村の策定する基本構想に即したバリアフリー化が進捗すると

考えられるほか、引き続き、事業者や市町村に対する補助・税制・融資等の支援措置及び情報提供等を通じて、

基本構想の策定の一層の促進を図ることにより、目標に掲げた旅客施設のバリアフリー化が進むと考えられる。

③道路 

・主要な鉄道駅等の周辺とあわせて、駅、官公庁施設、病院、福祉施設等の周辺、及びこれらを相互に連絡する道

路において、誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道などの整備、歩道の段差解消等を実施する等の歩行

空間のバリアフリー化を推進している。今後、各市町村の基本構想の策定が進むに従い、整備も進捗するものと

考えられる。 

④建築物 

・建築物のバリアフリー化については、平成１４年（旧ハートビル法改正）に２，０００㎡以上の特別特定建築物

の建築等する際に建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けされ、バリアフリー新法においても引き続き的確

な運用が行われている。今後、各市町村の基本構想の策定が進むに従い、一層の整備の促進が図られると考えら

れる。 

⑤住宅 

・住宅のバリアフリー化については、新規に整備する公営住宅、都市機構賃貸住宅は、すべてバリアフリー仕様を

標準化しており、また、既設公営住宅、都市機構賃貸住宅のバリアフリー改善の促進により、バリアフリー化さ

れた公的賃貸住宅が供給されている。さらに、証券化支援事業の枠組を活用し、バリアフリー性が優れた住宅の
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取得について金利の引き下げを行う優良住宅取得支援制度を実施している。以上により、今後、一層の住宅のバ

リアフリー化が進むと考えられる。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

①旅客施設の段差解消、②視覚障害者誘導用ブロック、③道路 

・目標達成に向けて平成１８年度までの指標が順調に推移している旅客施設（ブロック）については、「Ａ」と評

価した。平成１８年度までの指標が順調に推移している旅客施設（段差）については、実績値が平成１７年度に

は前年度比約７．６ポイント、平成１８年度には前年度比６．６ポイントの伸び率を示したところであり、新た

なトレンド等を併せて勘案すると目標は達成されると考えられることから、「Ａ」と評価した。また、平成１９

年度の目標値を達成した道路についても「Ａ」と評価した。 

・従来は、建築物や旅客施設等個々の施設や車両等を対象としてバリアフリー化を進めてきたが、このような施設

等を含んだ一定の地域内における一体的・連続的なバリアフリー化が課題であった。こうした課題に対応するた

め制定されたバリアフリー新法（平成１８年１２月施行）に基づき、公共交通機関（旅客施設・車両等）、建築

物、路外駐車場、都市公園、歩行空間等の一体的・総合的なバリアフリー化を推進しているところ。また、公共

交通移動等円滑化基準の内容を踏まえ、公共交通機関の旅客施設・車両等の望ましい整備内容等を示す「バリア

フリー整備ガイドライン（旅客施設編・車両等編）」を策定し、平成１９年７月に公表した。今後も補助・税制・

融資等各種支援制度を有効に活用することで、より一層旅客施設・歩行空間のバリアフリー化に努めていく。以

上を踏まえ、旅客施設（段差）、旅客施設（ブロック）のそれぞれの業績指標について「１」（施策の改善等の方

向性を提示）と位置付けるとともに、道路の指標について「２」（現在の施策を維持）と位置付けることとした。

なお、道路の指標については「２」としたが、「今後の取組みの方向性」については、道路の中期計画の議論を

踏まえて見直す可能性がある。 

④建築物 

・平成１８年度までの指標が順調に推移している建築物のバリアフリー化については、「Ａ」と評価した。 

・平成１８年１２月に旧ハートビル法と旧交通バリアフリー法を統合し、施策の拡充を図ったバリアフリー新法が

施行された。このバリアフリー新法で、基準適合義務規制の強化のほか、市町村が作成する基本構想に基づき、

重点整備地区における生活関連施設及びこれらを結ぶ生活関連経路の一体的・連続的なバリアフリー化を図る事

業の一つとして新たに建築物特定事業が制度化されたことから、平成１９年度以降、不特定多数の者等が利用す

る建築物のバリアフリー化はさらに推進される。 

・平成１９年１１月に、建築物移動等円滑化基準及び建築物移動等円滑化誘導基準の内容を踏まえ、建築物の望ま

しい整備内容等を示す「高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を策定・公表し、建築物の

バリアフリー化のためのガイドラインとして活用を促すと共に、リーフレットの作成をし、さらにＨＰへの掲載

等による啓発に努めており、より一層のバリアフリー化を推進しているところ。 

・以上を踏まえ、「１」（施策の改善等の方向性を提示）と位置付けることとした。 

⑤住宅 

・５年に一度の住宅需要実態調査を基に推計しており、直近のデータは平成１５年度のものであり、平成１９年度

の実績は把握できない。平成１５年度の実績値は３．４％と、平成１０年度の２．７％に比べ微増にとどまり、

目標の達成に向けた成果を示していない。 

・本指標は、平成２７年度に住宅ストックの２割をバリアフリー化がなされた住宅とすることを目標とした、八期

五計を根拠としている。この八期五計は平成１７年度で終了しており、これに代わり平成１８年９月１９日に住

生活基本法に基づく住生活基本計画が閣議決定された。住生活基本計画では、八期五計における住宅のバリアフ

リー化目標を高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率に特化することにより、政策目標をより明確化した。こ

のため本業績指標を廃止するとともに今年度の評価をＢ－３とした。平成２０年度以降は業績指標１４・１５に

かかる政策チェックアップにより、住宅のバリアフリー化の政策評価を実施することとする。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

・エレベーター整備困難駅等における課題解決のための調査 

構造上の制約等によりエレベーターの整備が難しい鉄軌道駅について、制約要因の解消に向けた具体的方策を

調査・検討を行う。 

・関係会議等を通じ、制度の周知・ＰＲ等に努め、更なるバリアフリー化の普及、推進に努める。 

・安心住空間創出プロジェクトにより、バリアフリー改修を促進する。（※） 

・地域住宅交付金制度の拡充により、既存賃貸住宅ストックのバリアフリー改修を図る。（※） 

 ※住宅のバリアフリーに関する平成２０年度以降の取組については、指標１４・１５で引き続き実施していく。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局安心生活政策課（課長 森下 憲樹） 

    道路局地方道・環境課道路交通安全対策室（室長 小口 浩） 

住宅局住宅政策課（課長 中島 誠） 

住宅局建築指導課（課長 井上 俊之） 

大臣官房官庁営繕部計画課（課長 澤木 英二） 

関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 瀬口 芳広） 

住宅局住宅総合整備課（課長 本東 信） 

住宅局住宅総合整備課住環境整備室（室長 小田 広昭）  

住宅局住宅生産課（課長 坂本 努） 

住宅局市街地建築課（課長 橋本 公博） 

住宅局市街地建築課市街地住宅整備室（室長 伊藤 明子） 
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大臣官房官庁営繕部整備課（課長 鈴木 千輝） 

鉄道局鉄道業務政策課（課長 堀家 久靖） 

鉄道局技術企画課（課長 米澤 朗） 

自動車交通局総務課企画室（室長 後藤 浩平） 

海事局内航課（課長 重田 雅史） 

港湾局技術企画課技術監理室（室長 石井 一郎） 

航空局空港部空港政策課（課長 羽尾 一郎） 
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○暮らし・環境 
 

政策目標２ 

良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現 

 

施策目標５ 

快適な道路環境等を創造する 

環境改善対策やゆとりの創出、景観への配慮、魅力ある地域資源の創出等

を進めることで、快適な道路環境等を創造する。 

 

業績指標 

２５ 建設機械から排出されるＮＯｘ・ＰＭの削減量 

２６ 市街地の幹線道路の無電柱化率 

２７ 夜間騒音要請限度達成率 

２８ 

ＮＯ２・ＳＰＭの環境目標達成率（①ＮＯ２について環境基準を達

成している測定局の割合、②ＳＰＭについて対象測定局のうち当初

の測定値における道路寄与分が半減している測定局の割合） 
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【評価結果の概要】 

 

（総合的評価） 

快適な道路環境の創造に向け、各業績指標とも概ね順調かつ着実に推移しているところ

である。一方、大気質及び騒音の環境基準を達成出来ていない箇所、無電柱化が進んでい

ない箇所については引き続き、自動車単体規制の強化、交通円滑化、無電柱化を推進する

必要がある。 

 

（必要性） 

近年、地球温暖化問題など環境問題に対する国民の関心は急速に高まっている。このよ

うな中、大気質及び騒音の環境基準を達成出来ていない箇所について、早期に環境改善を

図る必要がある。さらに、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防

止、観光振興、地域活性化の観点から、より一層無電柱化を推進する必要がある。 

 

（有効性） 

自動車単体規制の強化とあわせてボトルネック対策などの交通円滑化を進めることで、

大気質の環境基準達成率の着実な改善を図っているところである。また、遮音壁の設置や

低騒音舗装の敷設などを実施することで沿道騒音の改善を図っているところである。 

さらに無電柱化については、まちなかの幹線道路や歴史的街並みの保全が特に必要な地

区、防災対策やバリアフリー、良好な都市・住環境の形成の観点から無電柱化を推進すべ

き道路について、コスト縮減を図りながら無電柱化を実施しているところであり、平成１

９年度末までに、全国の市街地において約６，５００ｋｍを整備したところである。 

各業績指標とも概ね順調かつ着実に推移していることから本施策が施策目標達成に有効

であると評価できる。 

 

（効率性） 

大気質及び騒音の環境基準を達成出来ていない地域に対して集中的に対策を実施してい

るところである。 

また、中心市街地の主要な道路や市街地の県庁所在地間を結ぶ緊急輸送道路のうち、災

害時の電柱倒壊により通行の支障となる道路、歴史的街並みを保全すべき地区等に対して

集中的に無電柱化を実施しているところである。 

 

（反映の方向性） 

・自動車単体規制の強化 

・幹線道路に加えて、主要な非幹線道路も対象として、より一層の無電柱化を推進 

・低騒音舗装の敷設、遮音壁の設置等の重点的実施 

・交通円滑化に資する事業の重点的実施 
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業績指標２５ 

建設機械から排出されるＮＯｘ・ＰＭの削減量 

 

評 価 

 

① ＮＯｘ Ａ－２ 

② ＰＭ  Ａ－２ 

 

目標値：①ＮＯｘ７４．０千 t、②ＰＭ３．５千 t 

(平成２３年度）

実績値：①ＮＯｘ２３．９千 t、②ＰＭ１．１千 t 

（いずれも速報値）(平成１９年度）

初期値：①ＮＯｘ１２．４千 t、②ＰＭ０．６千 t 

           （いずれも速報値）(平成１８年度）

 

 

（指標の定義） 

平成２３年度（目標年次）までの６年間において、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（以下「オフロ

ード法」という。平成１８年４月施行、１０月規制開始）の基準に適合した公道を走行しない建設機械（以下「オフ

ロード建設機械」という。）の普及によって削減された平成２３年度における年間のＮＯｘ・ＰＭ排出ガス削減寄与

量（平成１７年度比）。 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

「ＮＯｘ・ＰＭの年間排出削減量」： 

 現在、自動車等からの排出ガスが大気汚染の原因の１つとして大きな問題となっており、健康への影響が懸念され

る窒素酸化物（ＮＯｘ）や粒子状物質（ＰＭ）については、早急な削減が必要であると考える。特に今後自動車全体

に占めるオフロード建設機械のＮＯｘ、ＰＭの寄与割合が増加すると考えられることから、オフロード建設機械の排

出ガスの削減を目標とする。 

 なお目標設定であるＮＯｘ・ＰＭの年間排出削減量については、オフロード建設機械の普及台数（ａ）と１台当た

りの排出ガス削減量（ｂ）の積により計算される。 

（ａ） 建設機械動向調査より、最近４年間において年間約３．６万台が排出ガス規制を満たしたオフロード建設機

械に更新されていることからオフロード法施行後６年間で２１．６万台普及とした。 

（ｂ） オフロード法による排出ガス規制値と第一次排出ガス対策型建設機械指定制度の排出ガス基準（平成３年開

始）との差を１台及び１時間当たりの排出ガス削減量とした。 

 

（外部要因） 

建設投資の増減に伴う建設機械の総台数の増減 

 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   なし 

 【閣議決定】 

   特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成１７年法律第５１号）（平成１７年５月２０日閣議決定）

 【閣決（重点）】 

   なし 

 【本部決定】 

   なし 

 【政府・与党申合】 

   なし 

 

過去の実績値① （年度）

Ｈ１８ Ｈ１９    

１２．４千 t 削減 

（速報値） 

２３．９千 t 削減 

（速報値） 

   

  

過去の実績値② （年度）

Ｈ１８ Ｈ１９    

０．６千 t削減 

（速報値） 

１．１千 t削減 

（速報値） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・排出ガス規制の円滑な施行及び建設機械に対する排出ガス対策による、建設機械から排出されるＮＯｘ・ＰＭの

削減                               

オフロード法の基準に適合した特定原動機の型式指定や車体の型式届出等に係る事務、および基準に適合した

オフロード建設機械に対する融資制度を運用している。また更なる環境改善に向けた次期基準値が中央環境審議

会第９次答申（平成２０年１月）において示され、平成２６年までに海外基準に比して同等以上である当該基準

を２段階で導入することとしているが、そのために必要となる新たな技術要素の導入に対応した法整備を実施し

ていくための検討を行っている。               予算額３５，１７４千円（平成１９年度） 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

「順調」 

平成１８年度及び平成１９年度の実績値については、排出ガス対策型建設機械の普及台数に関する実績値を現

在集計中であり未確定であるが、年間稼働時間に対して、①約１５．３t/h、②約０．７t/h の削減が見込まれる

ことから、過去の普及台数の増加傾向を勘案すると、平成１８年度から平成１９年度の実績による目標削減量に

対する進捗率が①３３％、②３１％と見込まれるため、順調であると推測される。 

（事務事業の実施状況） 

排出ガス規制の円滑な施行及び適正な建設機械の点検・整備等の普及啓発を通した建設機械の排出ガス対策を

推進することで更なる大気環境の改善を図った。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

業績指標の目標値は平成２３年度における①ＮＯｘ削減量７４．０千 t、②ＰＭ削減量３．５千 t であり、と

もにＡ－２と評価した。平成１８年度に開始されたオフロード法による排出ガス規制により、目標達成に向け順

調に進捗しているところであるが、更なる環境改善に向け次期基準値が中央環境審議会第９次答申（平成２０年

１月）において示されており、平成２６年までに海外基準に比して同等以上である当該基準を、２段階で導入す

ることとしている。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

更なる環境改善に向けた次期基準値が平成２０年１月に示されており、平成２６年までに海外基準に比して同

等以上である当該基準を２段階で導入することとしているが、新たな基準においては、現状の技術だけでは達成

が難しいため、新たな技術要素の導入が不可欠であり、これらの新たな技術に対応した法整備を実施していく。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局建設施工企画課施工環境技術推進室（室長 吉田 正） 
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業績指標２６ 

市街地の幹線道路の無電柱化率 

 

 

（指標の定義） 

市街地の（注１）幹線道路(注２)のうち、電柱、電線のない延長の割合 
（注１）都市計画法における市街化区域、及び市街化区域が定められていない人口 10 万人以上の都市における用途地域 

（注２）一般国道および都道府県道 

（目標設定の考え方・根拠） 

長期的に約３割(人口１０万人以上の都市内の対象幹線道路を中心に整備必要箇所の概成)を目指すこととして、平

成１９年度の目標を設定 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

・地方公共団体（事業主体） 

・電線管理者（電気、通信、ＣＡＴＶ等） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成１５年１０月１０日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【本部決定】 

  第８次交通安全基本計画（平成１８年３月１４日） 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

９％ １０％ １１％ １２％ 約１３％（暫定値）

市街地の幹線道路の無電柱化率

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

実績値

目標値

H14 H15 H19H16 H17 H18

 
事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

電線類の地中化（◎） 

 ・電線類の地中化など快適な生活空間を形成する道路整備を推進する。 

予算額：住環境、都市生活の質の向上 

事業費２０，６１３億円の内数（平成１９年度） 
(注)◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本重点事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

評 価 

    Ｂ－１ 

目標値： １５％（平成１９年度） 

実績値：約１３％（暫定値）（平成１９年度） 

初期値：  ７％（平成１４年度） 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・ 平成１４年度実績値７％に対し、平成１９年度の実績値は約１３％(暫定値)と、電線類の地中化は進んだもの

の、目標達成には至らなかった。 

・ 市街地の幹線道路のうち、直轄国道の無電柱化率(約２８％)に対し、補助国道(約８％)及び都道府県道(約

９％)における無電柱化率が低く、地方公共団体のより積極的な取組が必要。また、市区町村が管理する非幹

線道路では約１％と格差が大きい。［いずれも暫定値］ 

（事務事業の実施状況） 

・ 平成１９年度末までに、全国の市街地において約６，５００ｋｍの延長を整備。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 市街地の幹線道路については、平成１９年度の目標達成には至らなかったことからＢ－１ 

と評価した。これは、地方自治体管理の道路において無電柱化が進まなかったことに起因している。一方で、平成

２０年度は「無電柱化推進計画」の最終年度に当たり、道路管理者・電線管理者の一層の連携により、無電柱化が

推進される見込みである。 

・ 地方自治体の財政負担を減らすため、新技術導入等によるコスト縮減を図りつつ、バイパス整備やバリアフリ

ー化等の事業に併せた電線共同溝等の同時施行やコンパクトで簡便な浅層埋設方式を取り入れることによる

コスト縮減を図りながら無電柱化を推進する。 

・ また、地方道路整備臨時交付金制度や、地方公共団体に対して無利子の貸付けを行う地方道路整備臨時貸付金

などの制度を活用しながら無電柱化を推進する。 

なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

・ 平成２０年度で終了する「無電柱化推進計画」の見直しを関係省庁と連携しながら実施し、無電柱化推進のた

めの方策について検討を実施するとともに、地方道路整備臨時交付金や平成２０年度より創設する地方道路

整備臨時貸付金などの制度の活用を図る。 

  なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すことも

ある。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局地方道・環境課道路交通安全対策室（室長 小口 浩） 

関係課：道路局国道・防災課           （課長 深澤 澄志） 

    都市・地域整備局街路交通施設課      （課長 松井 直人） 
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業績指標２７ 

夜間騒音要請限度達成率 

 

 

（指標の定義） 

環境基準類型指定地域※１または騒音規制区域※２いずれかを通過する直轄国道のうち、夜間騒音要請限度※３を

達成している道路延長の割合 
※1 環境基本法第１６条第２項の規定に基づく、騒音に係る環境基準に掲げる地域の類型が指定されている地域 

※2 騒音規制法第３条第１項の規定に基づく指定地域 

※3 「騒音規制法第１７条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」により定められる「幹線交通を担う道路に近

接する区域」についての夜間の基準値 
（目標設定の考え方・根拠） 

長期的に１００％を目指すこととして、平成１９年度の目標を設定 

（外部要因） 

交通量の変動、大型車混入率の変動 

（他の関係主体） 

該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画(平成１５年１０月１０日) 「第２章及び第３章に記載あり」 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

６４％ ６７％ ７１％ ７３％ ７５％ 

 

夜間騒音要請限度達成率

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

H14 H15 H16 H17 H18 H19

実績値

目標値

 
 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○沿道等における騒音対策の推進（◎） 

・低騒音舗装の敷設、環境施設帯の設置等 

    予算額：大気・騒音等に係る生活環境の改善 

        事業費１，４４０億円の内数（平成１９年度） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

評 価 

Ａ－２ 

目標値：７２％（平成１９年度） 

実績値：７５％（平成１９年度） 

初期値：６１％（平成１４年度） 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・夜間騒音要請限度達成率は、平成１４年度実績値６１％に対し、平成１９年度実績値が７５％となり、指標は

順調に推移している。 

・全国的にみれば、沿道における騒音の状況は改善傾向にあるが、非達成区間が依然１／４程度残存している。

（事務事業の実施状況） 

・騒音の現況が厳しい地域において、低騒音舗装の敷設、遮音壁の設置等を重点的に実施。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・業績指標は、年々着実に改善傾向であり、目標値を達成したため、Ａ－２と評価した。 

（課題の特定） 

・首都圏において、達成率が低い地域が多くみられる。 

（今後の取組の方向性） 

・夜間騒音の要請限度を超える区間を中心に、低騒音舗装の敷設、遮音壁の設置等を重点的に実施。 

 なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局地方道･環境課道路環境調査室（室長 板倉 信一郎） 
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業績指標２８ 

ＮＯ２・ＳＰＭの環境目標達成率（①ＮＯ２について環境基準を達成している測定局の割合、②ＳＰＭについて対象

測定局のうち当初の測定値における道路寄与分が半減している測定局の割合） 

 

 

①ＮＯ２ 

（指標の定義） 

自動車ＮＯＸ・ＰＭ法※１対策地域内で、ＮＯ２について環境基準※２を達成している観測局（自動車排出ガス測

定局（自排局）と国土交通省設置の常時観測局）の割合（データは前年度） 
※１ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 

※２ＮＯ２濃度１時間値の１日平均値の年間９８％値が０．０４ｐｐｍから０．０６ｐｐｍまでのゾーン内又はそれ以下であること 
（目標設定の考え方・根拠） 

平成２２年度までに１００％を目指す（自動車ＮＯＸ・ＰＭ法施行令）こととして、平成１９年度の目標を設定 

（外部要因） 

自動車以外の発生源（固定発生源）、交通量の変動、大型車混入率の変動 

（他の関係主体） 

該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ２１世紀環境立国戦略 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画(平成１５年１０月１０日)「第２章に記載あり」 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

６７％ ７３％ ７９％ ８２％ ８１％ 

 

NO2の環境目標達成率

60%
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評 価 

 

①ＮＯ２について環境基準を達成している測定局の割合 

Ａ-２ 

 

 ②ＳＰＭについて対象測定局のうち当初の測定値における

道路寄与分が半減している測定局の割合 

Ｃ-２ 

 

目標値：①約８割（平成１９年度） 

②約６割（平成１９年度） 

実績値：①８１％（平成１９年度） 

    ②４８％（平成１９年度） 

初期値：①６４％（平成１４年度） 

    ② －  （平成１４年度） 
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②ＳＰＭ 

（指標の定義） 

自動車ＮＯＸ・ＰＭ法対策地域内の対象測定局※３のうち、ＳＰＭの当初の測定値（平成１３年）における道路寄

与分※４が半減している測定局の割合（データは前年度） 
※３ ＳＰＭ濃度の測定値（１年間の測定を通じて得られた１時間値の１日平均値のうち、高い方から数えて２％の範囲にある測定値を除外した後

の最高値）が、０．１０ｍｇ／ｍ３を超えており、かつ、当該測定局に最も近い一般環境大気測定局（一般局）の測定値を上回る自排局（データは平

成１０～１３年度の平均） 

※４ 対象となる自排局の測定値と、当該測定局に最も近い一般局の測定値の差 
（目標設定の考え方・根拠） 

平成２２年度までに１００％を目指す（自動車ＮＯＸ・ＰＭ法施行令）こととして、平成１９年度の目標を設定 

（外部要因） 

自動車以外の発生源（固定発生源）、交通量の変動、大型車混入率の変動 

（他の関係主体） 

該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

９％ ２１％ ２５％ ３７％ ４８％ 

 

SPMの環境目標達成率
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○沿道等における大気汚染対策の推進（◎） 

・環状道路、バイパスの整備等交通の円滑化対策等 

○低公害車の開発・普及の促進（◎） 

・低公害車の導入促進（ＣＮＧ車普及促進モデル事業の推進）等 

      予算額：大気・騒音等に係る生活環境の改善 

          事業費１，４４０億円の内数（平成１９年度） 

○自動車税のグリーン化及び自動車取得税の軽減措置 

・自動車税のグリーン化 

  電気自動車（燃料電池自動車を含む）、ＣＮＧ自動車、メタノール自動車並びに排出ガス及び燃費性能に優

れた自動車に対して自動車税の税率を最大で概ね５０％軽課する一方、新車新規登録から一定年数以上を経過

した自動車に対しては税率を概ね１０％重課。  
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・低燃費かつ低排出ガス車に係る自動車取得税の特例措置 

  排出ガス及び燃費性能に優れた自動車に係る自動車取得税の課税標準を最大で３０万円控除。 

減収見込額１９９億円（平成１９年度） 

・低公害車に係る自動車取得税の特例措置 

  電気自動車（燃料電池自動車を含む）、一定の排出ガス性能を満たすＣＮＧ自動車及び一定の排出ガス及び

燃費性能を満たすハイブリッド自動車に係る自動車取得税の税率を最大で２．７％軽減。  

減収見込額４５億円（平成１９年度） 

・ディーゼルトラック・バス等に係る自動車取得税の特例措置 

  車両総重量３．５ｔを超えるディーゼルトラック・バス等のうち、排出ガス及び燃費性能に優れた自動車に

係る自動車取得税の税率を最大で２．０％軽減。 

減収見込額４．２億円（平成１９年度） 

・ディーゼル車等の廃車代替に係る自動車取得税の特例措置 

  自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく対策地域内において、同法の排出基準不適合車のバス・トラック等を廃車し、

新たに排出基準に適合し、かつ、最新の自動車排出ガス規制に適合したバス・トラック等の買い換えに係る自

動車取得税の税率を１．２％軽減。 

  減収見込額５．７億円（平成１９年度） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

○ＮＯ２・ＳＰＭの環境目標達成率 

・ＮＯ２の環境目標達成率については、８１％（平成１９年度）となり、目標である約８割に達した。ＳＰＭの

環境目標達成率についても、３７％（平成１７年度）から ４８％（平成１８年度）と１年間で１１％増加し、

順調に伸びている。 

（なお、各年度の指標値の算出には、自治体が設置している観測局のデータの入手に時間を要するため、前年度

のデータを用いている。） 

（事務事業の実施状況） 

○ＮＯ２・ＳＰＭの環境目標達成率 

・大気質の現況が環境基準を超えていると認められる地域において、環状道路、バイパスの整備等交通の円滑化

に資する事業などを実施。 

・直轄国道沿道で国土交通省が新たに設置した６箇所の常時観測局でデータ公表を開始。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

○ＮＯ２・ＳＰＭの環境目標達成率 

・ＮＯ２に関する業績指標は、年々着実に改善傾向であり、目標値を達成したため、Ａ－２と評価した。 

・ＳＰＭについては、１年間で１１％増加するなど顕著な改善傾向を示しているが、当該指標は、例えば、自排

局、一般局の測定濃度がともに減少した場合には、施策の効果により大気環境が改善しても業績指標が伸びない現

象が起こりえるため、Ｃと評価した。 

（課題の特定） 

・交通量の多い幹線道路同士が交差する交差点の近傍等において、長年環境基準を上回る測定局が存在する。 

（今後の取組の方向性） 

・大気質の状況が厳しい地域を中心に、自動車から排出されるＮＯ２及びＳＰＭを抑制するため、交通の円滑化

に資する事業等を重点的に実施する。 

 なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

○最新排出ガス規制適合ディーゼル乗用車に係る自動車取得税の特例措置の創設 

 平成２１年自動車排出ガス規制に適合したディーゼル乗用車に係る自動車取得税の税率を最大で１．０軽減。

 減収見込額０．８億円（平成２０年度及び平成２１年度） 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともあ

る。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当部局：道路局地方道･環境課道路環境調査室（室長 板倉 信一郎） 

自動車交通局技術安全部環境課（課長 矢作 伸一） 
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○安 全 
 

政策目標５ 

安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

 

施策目標１５ 

道路交通の安全性を確保・向上する 

信頼性の高い道路ネットワークづくりや交通安全対策、戦略的な道路管理

を進めることで、道路交通の安全性を確保・向上する。 

 

業績指標 

９０ 「開かずの踏切」の対策率 

９１ 道路構造物保全率（①橋梁、②舗装） 

９２ 災害時に広域的な救援ルートが確保されている都市の割合 

９３ 道路交通における死傷事故率 

９４ 

あんしん歩行エリア内の全死傷事故及び歩行者・自動車死傷事

故の抑止率（①死傷事故の抑止率、②歩行者・自転車死傷事故

の抑止率） 

９５ 事故危険箇所対策実施箇所の死傷事故の抑止率 
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【評価結果の概要】 

 

（総合的評価） 

 道路交通の安全性の確保・向上に向け、各業績指標とも概ね順調かつ着実に推移してい

るところである。さらなる道路交通の安全性の確保・向上のため、引き続き、信頼性の高

い道路ネットワークづくりや交通安全対策、戦略的な維持管理を推進していく必要がある。 

 

（必要性） 

近年、大規模地震が相次いだことなどを受け、国民の間に災害への危機感が高まってい

る。日常生活においても、開かずの踏切が社会問題化しており、また、全交通事故死者数

のうち、歩行中と自転車乗用中の死者が占める割合は約３割と国際的にも高い。さらに、

高齢化する道路ストックが急増し、建設後５０年以上の橋梁は２０２６年度に４７％を占

めるまでに増加する。こうしたリスクに対する安全性や安心感の向上は必要不可欠なもの

であり、そのためにも、信頼性の高い道路ネットワークづくりや交通安全対策、戦略的な

道路管理を進めていくことが重要である。 

 

（有効性） 

耐震対策や防災対策を推進することで、異常気象や地震の発生時において、交通遮断に

よる地域の孤立化を防ぐとともに、広域的支援活動や緊急物資の輸送に必要なネットワー

クの確保を図ってきたところである。また、幹線道路と生活道路での交通事故対策を両輪

とした効果的・効率的な対策を推進することで、死者数だけではなく負傷者数の減少も図

っているところである。さらに、高速道路や市町村道の橋梁について定期点検を実施し、

長寿命化修繕計画を策定するなど予防保全を実施することで、施設のライフサイクルコス

トの最小化を図っているところである。各業績指標とも概ね順調かつ着実に推移している

ことから本施策が施策目標達成に有効であると評価できる。 

 

（効率性） 

緊急輸送道路の耐震補強については、緊急輸送道路の橋梁耐震補強３箇年プログラムを

策定し、橋梁の耐震補強を重点的に実施してきたところである。また、地域の状況等を踏

まえ、特に事故発生割合の高い区間に対して、優先的に交通事故対策を実施しているとこ

ろである。さらに、全国の道路橋に対して、定期的な点検により早期に損傷を発見し、事

故や架け替え、大規模な修繕に至る前に対策を行う予防保全を実施しているところである。 

 

（反映の方向性） 

・「開かずの踏切」対策の推進  

・より効率的・効果的な道路構造物の予防保全の推進 

・橋梁耐震補強・斜面対策等の防災対策の推進 

・幹線道路と生活道路での交通事故対策を両輪とした効果的・効率的な対策の推進 
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業績指標９０ 

「開かずの踏切」の対策率 

 

評 価 

 

    Ａ－２ 

 

目標値：１００％（平成２２年度） 

実績値： ３６％（平成１９年度） 

初期値： １５％（平成１７年度） 

 

（指標の定義） 

「開かずの踏切（※１）」に対して、歩道拡幅や賢い踏切（※２）導入などの速効的な対策を実施する割合 

（※１）ピーク時間の遮断時間が 40分／時以上の踏切 

（※２）急行と各駅停車との速度差に着目し、遮断時間を調節する踏切システム 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

「開かずの踏切」を対象に平成１８年度からの５箇年で速効的な対策が必要な踏切の対策率１００％を目指すこと

としている。 

（外部要因） 

・地元調整の状況、踏切道の交通量等 

（他の関係主体） 

・地方公共団体、鉄道事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

  １５％ ２１％ ３６％ 

 

「開かずの踏切」の対策率
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・緊急対策踏切の対策推進 

全国全踏切を対象として踏切道の構造等の基本諸元等から、「開かずの踏切」などの緊急に対策の検討が必要な

踏切を抽出し、対策を実施する踏切について整備計画策定を促進することで、重点的かつ緊急的な踏切対策の促進

を図る。 

また、「開かずの踏切」などの緊急に対策を行う踏切に対して、歩道拡幅などの「速効対策」と連続立体交差事

業などの「抜本対策」の両輪により総合的な対策を進めていく。 

予算額：道路交通の安全対策等の推進確保  事業費 ６，０９６億円の内数（平成１９年度） 
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関連する事務事業の概要 

・ 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成１８年度の実績値２１％に対して平成１９年度の実績値は３６％となり、平成２２年度の目標値１００％

の達成に向けて、着実に進捗している。 

（事務事業の実施状況） 

・平成１９年度は、平成１８年度に実施した全国全踏切を対象とした踏切交通実態総点検結果に基づき、整備計

画の策定を行い、踏切対策の速効的な対策事業を推進した。 

・なお、開かずの踏切における賢い踏切は約９割の箇所で設置済みとなっている。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・平成１９年度の業績指標は、踏切交通実態総点検結果に基づき、整備計画策定の促進が図られ、平成２０年度

以降も着実な進捗が見込まれることから、Ａ－２として評価した。 

・引き続き、「開かずの踏切」などの速効的な対策が必要な踏切に対して、平成１８年から５箇年で全て対策す

ることを目標としていく。 

なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局路政課（課長 内海 英一） 

関係課：都市・地域整備局街路交通施設課（課長 松井 直人） 

    鉄道局施設課（課長 高橋 俊晴） 
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業績指標９１ 

道路構造物保全率（①橋梁、②舗装） 

 

評 価 

①橋梁   Ｃ－１ 

 

 

 

②舗装   Ａ－２ 

 

 

     
 

 

①目標値：９３％（平成１９年度） 

実績値：７９％（平成１９年度） 

初期値：８６％（平成１４年度） 

 

②目標値：９１％（平成１９年度） 

（平成１４年度の水準（９１％）を維持） 

実績値：９４％（平成１９年度） 

初期値：９１％（平成１４年度） 

 

 

（指標の定義） 

①橋梁：直轄国道における橋梁のうち、「今後５年間程度は通行規制や重量制限の必要がない段階」かつ「予防的

修繕」が行われている延長の割合 

②舗装：直轄国道のうち、路面の轍やひび割れによる振動や騒音が少なく、道路利用者が快適に感じる延長の割

合 

（目標設定の考え方・根拠） 

①橋梁：今後、高度成長期に数多く建設された橋梁などの道路ストックが急速に高齢化する更新時代を迎えるに

あたり、平成１９年度までに保全率９３％を目標として設定。 

②舗装：現在の水準を維持することを目標として設定。 

（外部要因） 

地震・豪雨等の大規模自然災害の発生。 

（他の関係主体） 

該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成１５年１０月１０日）「第３章に記載あり」 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

 

過去の実績値（①橋梁） （年度）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

８７％ ８６％ ８５％ ８０％ ７９％ 

過去の実績値（②舗装） （年度）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

９３％ ９４％ ９４％ ９５％ ９４％ 
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道路構造物保全率（①橋梁）

75%
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実績値

目標値

道路構造物保全率（②舗装）

90%

92%

94%

96%

98%

100%
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実績値

目標値

 
 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

橋梁・舗装の維持、修繕 

予算額：交通安全の確保 

    事業費６，０９６億円の内数(平成１９年度) 

関連する事務事業の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・橋梁に関しては、平成１４年度実績値８６％から平成１５年度実績値８７％へ指標は向上したものの、平成１

６年度の実績値は８６％、平成１７年度の実績値は８５％、平成１８年度の実績値は８０％、平成１９年度の

実績値は７９％となり、指標は下降傾向である。これは、橋梁定期点検要領（案）（平成１６年３月）による点

検結果に基づき補修を計画的に実施しているが、橋梁建設後の経年変化等により、補修を実施する橋梁延長に

対し、新たに要対策箇所となった橋梁延長が上回ることに起因していると考えられる。 

・平成１９年度においては、補修を実施した橋梁延長が約７２ｋｍ（６２２橋梁）に対し、点検結果において、

新たに「速やかに補修する必要がある」と判定された橋梁延長が約９７ｋｍ（７５４橋梁）となっている。 

・舗装に関しては、平成１５年度実績値９３％から平成１９年度の実績値は９４％と推移し、目標値を達成した。

・橋梁の安全性に影響を及ぼす可能性のある橋梁の劣化要因である三大損傷（疲労、塩害、アルカリ骨材反応）

の予防保全については、三大損傷合計の予防保全率が９７％であり、「早急な対策が必要」な橋梁が直轄国道で

約２００橋梁ある。 
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（事務事業の実施状況） 

・ 高度成長期に多数建設された道路構造物の更新時期の平準化、トータルコストの縮減等を目指して、道路の管

理方法に、アセットマネジメントの考え方を導入し、効率的・効果的な維持管理を実施。 

・ そのため、定期点検により橋梁の健全度を把握し、損傷が軽微なうちに対策を実施するし、橋梁の長寿命化を

図る予防保全を推進。 

・ また、橋梁マネジメントシステム（コンクリート部材の塩害、ＲＣ床版の疲労の劣化予測を行い予防的工法・

時期を算定するシステム）を平成１７年度より試行運用し、計画的な補修を実施。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 橋梁に関しては、点検結果に基づき補修を計画的に実施しているが、橋梁建設後の経年変化等により、新たに

要対策箇所となった橋梁が点検を実施する毎に確認されていることが、指標の動向に影響していると考えられ

ることからＣ－１と評価した。 

・ 今後、高度成長期に数多く建設された橋梁などの道路ストックが急速に高齢化することとなり、予防保全を重

点的に進め、橋梁の長寿命化を図ることが重要。 

・ また、平均的な寿命・延命効果を評価する新たな指標の検討・開発を行う。 

・ 舗装に関しては、目標の達成に向けて指標は順調に推移していることからＡ－２と評価した。 

・ また、舗装の修繕に関しシール材の注入、こぶとり等の予防的修繕工法を平成１８年度より導入し、健全性を

確保しつつ長寿命化を図ることとしている。 

・三大損傷の橋梁に対しては、損傷が軽微な段階で、予防的に修繕を行うことが重要であることから、平成１７年

度以降、三大損傷の予防保全率によるマネジメントを実施している。 

なお、「取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 
 

平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局 国道・防災課 道路保全企画室（室長 伊勢田 敏） 
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業績指標９２ 

災害時に広域的な救援ルートが確保されている都市の割合 

 

評 価 

 

    Ａ－２ 

 

目標値：７６％（平成１９年度） 

実績値：８６％（平成１９年度） 

初期値：６６％（平成１４年度） 

 

（指標の定義） 

地域の生活の中心都市（注１）のうち、隣接する地域の生活の中心都市への道路の防災･震災対策が完了している（注２）

ルートを少なくとも一つは確保している都市の割合。 
（注１） 陸路で連絡する隣接二次生活圏の存在しない圏域を除く二次生活圏（北海道については地方生活圏）の中心都市をさす。ただし、二次

生活圏が設定されていない首都圏・近畿圏・中部圏については、都府県庁所在地を用い、同一の二次生活圏に複数の中心都市が存在する

場合は人口の多い都市を対象にしている。【合計約３００都市】 

      二次生活圏とは、高度な買い物ができる商店街や専門医を持つ病院、高等学校等の広域利用施設に準じた施設に、概ねバスで 1時間程度

で行ける範囲の圏域（半径６～１０ｋｍ程度） 

 地方生活圏とは、総合病院、各種学校、中央市場等の広域利用施設に、概ね１～１．５時間程度で行ける範囲の圏域（半径２０～３０

ｋｍ程度） 

（注２）橋脚の耐震補強及び５年確率で通行規制が発生する可能性のある事前通行規制区間の防災対策が完了していること。 
（目標設定の考え方・根拠） 

長期的に概成を目指すこととして平成１９年度の目標を設定 

（外部要因） 

・事前通行規制区間が新たに追加される場合、もしくは通行規制基準が見直された場合           

・地元調整の状況等 

（他の関係主体） 

・地方公共団体等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  施策方針演説 第１６６回 平成１９年１月２６日 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画 平成１５年１０月１０日「第２章に記載」 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

６８％ ６９％ ７３％ ７６％ ８６％ 
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90%

100%

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ H１９

目標

実績

 
 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○道路の防災・震災対策の推進（◎） 

災害に対して安全で信頼性の高い道路網を確保するため、地域の日常活動や災害時の緊急活動等を支える道路につ

いて、斜面対策や橋梁耐震補強などの防災･震災対策を重点的に進める。 

予算額：地震・火災による被害の軽減 

・事業費 ４，６４２億円の内数（平成１９年度） 
(注)◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本重点事業に係る施策に関するものである。 
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関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・ 平成１４年度実績値６６％に対し平成１９年度の実績値は８６％となり、平成１９年度の目標７６％を上回る

結果となった。 

・ 救援ルートを確保するため、緊急輸送道路等の橋梁の耐震補強や斜面対策等の防災対策を推進しているところ

であり、防災対策・震災対策が完了した救援ルートが確保されている都市数は着実に増加（平成１９年度は３

０都市増加）している。 

・ 特に、緊急輸送道路の橋梁耐震補強の実施率は、平成１９年度末時点で直轄国道は概ね１００％、都道府県管

理道路は７３％(うち優先確保ルート(注３)は９９％）、直轄国道と都道府県管理道路を合わせた全体では８３％

（うち優先確保ルートは９９％）まで進捗した。しかしながら、斜面対策等の防災対策の進捗率は全体で４割

弱の状況である。 
（注３）緊急輸送道路のうち、主要な防災拠点と市街地を結ぶなど、特に重要な区間をさす。 

（事務事業の実施状況） 

・ 緊急輸送道路の橋梁耐震補強については、平成１７年度に国と都道府県及び高速道路会社が連携して「緊急輸

送道路の橋梁耐震補強３箇年プログラム」（平成１７～１９年度）、「新幹線、高速道路をまたぐ橋梁の耐震補

強３箇年プログラム」(平成１７～１９年度)を策定し、平成１９年度も引き続き橋梁の耐震補強を重点的に実

施した。 

・ 斜面対策等の防災対策についても重点的に推進したが、対策の必要な箇所を多く抱える都道府県管理道路の進

捗率が低い状況にある。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標は、緊急輸送道路の橋梁耐震補強の推進により、平成１９年度の目標を１年前倒しで達成したことか

ら、Ａ－２と評価した。 

・ 橋梁耐震補強の促進により業績指標が向上したことから、今後とも橋梁耐震補強を着実に進めるとともに、斜

面対策等の防災対策については、依然として多くの未対策箇所が残っており、効果的な対策の推進を図る。 

  なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局 道路防災対策室（室長 渡邊 和重） 

関係課：都市・地域整備局 街路交通施設課（課長 松井 直人） 

道路局 国 道 ・ 防 災 課（課長 深澤 淳志） 

道路局 地方道・環境課（課長 吉崎 収） 

道路局 有 料 道 路 課（課長 上野 進一郎） 
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業績指標９３ 

道路交通における死傷事故率 

 

評 価 

 

    Ａ－２ 

 

目標値：約１割削減（１０８件/億台キロ）（平成１９年） 

実績値：１０９件/億台キロ（暫定値）  （平成１９年） 

初期値：１１８件/億台キロ       （平成１４年） 

 

 

（指標の定義） 

自動車走行台キロ当たりの死傷事故件数（１件／億台キロとは、例えば１万台の自動車が１万キロ走行した場合、

平均１件の死傷事故が発生することを意味する。） 

（目標設定の考え方・根拠） 

何も対策をしない場合、交通量に比例して死傷事故が増加すると仮定する。その場合の平成１９年の死傷事故件数

の推計値から、過去の実績を基に算出した各種の交通安全対策の事故抑止効果分を差し引き、対策を実施した場合の

平成１９年の死傷事故件数を算出する。この件数を平成１９年の推計交通量で除し、平成１９年の死傷事故率として

設定。 

（外部要因） 

交通安全思想の普及状況 

（他の関係主体） 

警察（指導取締り）、公安委員会（交通規制） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成１５年１０月１０日）「第２章、第３章に記載あり」 

 【本部決定】 

  第８次交通安全基本計画（平成１８年３月１４日） 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

１１８ １２０ １２２ １２２ １１６ １０９（暫定値）

 

死傷事故率
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

安全な道路交通環境の実現を目指し、幹線道路ネットワークの体系的な整備を進めるとともに、幹線道路におけ

る事故危険箇所を含めた事故の発生割合の高い区間での集中的対策の実施、歩行者等の事故多発地区における歩行

者・自転車安全対策の重点実施（あんしん歩行エリアの整備）等、交通安全施設等の整備を推進する。（◎） 

予算額：交通安全の確保 

事業費６，０９６億円の内数（平成１９年度） 
注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本重点事業に係る施策に関するものである。 
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関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成１４年実績値１１８件/億台キロに対し、平成１９年の死傷事故率の実績値（暫定値）は１０９件/億台キロ

と大きく改善されるとともに、目標値である１０８件/億台キロをほぼ達成することができると推測される。 

（事務事業の実施状況） 

・ 交通量をより安全な道路へ転換させるため、死傷事故率が低い自動車専用道路を含む幹線道路ネットワークの

整備を推進。 

・ 平成１５年７月に７９６地区をあんしん歩行エリアに指定し、平成１９年度末までに７８６地区で対策に着

手。 

・ 平成１５年７月に３，９５６箇所を事故危険箇所として抽出し、平成１９年度末までに３，６４５箇所で対策

に着手。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

死傷事故率に関する業績指標は、当初増加傾向であったが、平成１７年から減少傾向に転じるとともに、平成１

９年は暫定値ではあるが目標値を概ね達成できているため、業績指標をＡ－２と評価した。 

今後も、死傷事故率の高い箇所など、優先度を国民にわかりやすく明示した交通事故対策を推進し、幹線道路と

生活道路での交通事故対策を両輪とした効果的・効率的な対策を推進する。 

なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局地方道・環境課 道路交通安全対策室（室長 小口 浩） 

関係課：道路局国道・防災課（課長 深澤 淳志）    
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業績指標９４ 

あんしん歩行エリア内の全死傷事故及び歩行者・自転車死傷事故の抑制率（①死傷事故の抑止率、②歩行者・自転

車死傷事故の抑止率） 

 

評 価 

①死傷事故の抑止率 

    Ｃ－２ 

②歩行者・自転車死傷事故の抑止率 

Ｃ－２ 

目標値：約２割（平成１９年） 

 

目標値：約３割（平成１９年） 

 

 

（指標の定義） 

対策を実施するあんしん歩行エリア内において抑止される死傷事故件数及び歩行者又は自転車利用者が死傷者と

なる死傷事故件数の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

過去の類似の交通安全対策の実績を基に、あんしん歩行エリアの整備による事故抑止効果を算出。 

（外部要因） 

交通量の変動、交通安全思想の普及状況 

（他の関係主体） 

警察（指導取締り）、公安委員会（交通規制） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成１５年１０月１０日）「第３章に記載あり」 

 【本部決定】 

  第８次交通安全基本計画（平成１８年３月１４日） 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

過去の実績値 （年） 

 Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

死傷事故の抑止率 － ※１ ※１ 約１割抑止 ※２ ※３ ※３ 

歩行者・自転車死傷事故の抑止率 － ※１ ※１ 約１割抑止 ※２ ※３ ※３ 
※1 対策に着手したが事業完了していないため、実績値なし 

※2 平成１７年度までに対策の概成した６７６地区が対象 

※3 データがないため、記載不可 

 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

市街地内の事故発生割合の高い地区において、歩行者等を優先する道路構造等により歩行者等の通行経路の安全

性を確保する。 

予算額：交通安全の確保 

    事業費６，０９６億円の内数（平成１９年度） 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成１７年度までに対策が概成した地区について、死傷事故の抑止率及び歩行者・自転車利用者事故の抑止率は

約１割である。 

（事務事業の実施状況） 

平成１５年７月に７９６地区をあんしん歩行エリアに指定し、平成１９年度末までに７８６地区で対策に着手。

課題の特定と今後の取組の方向性 

平成１９年の実績値については、対策実施後の事故データがないため、実績値を測定できないが、今後対策が完

成していくことで死傷事故を抑止できるものと考えられるため、業績指標をＣ－２とした。 

これまでの取組では、事故データ等の客観的分析に基づく対策実施箇所・対策内容の選定が十分でなかった箇所

もあるため、今後は、あんしん歩行エリア実践の手引きやパンフレット作成による好事例や実践方法の周知等を行

って課題の改善に努める。 

なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 
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平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局地方道・環境課 道路交通安全対策室（室長 小口 浩） 

関係課：道路局国道・防災課（課長 深澤 淳志） 
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業績指標９５ 

事故危険箇所対策実施箇所の死傷事故の抑止率 

 

評 価 

    Ａ－２ 目標値：約３割（平成１９年） 

 

 

（指標の定義） 

対策を実施する事故危険箇所において抑止される死傷事故件数の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

過去の類似の交通安全対策の実績を基に、事故危険箇所の整備による事故抑止効果を算出。 

（外部要因） 

交通量の変動、交通安全思想の普及状況 

（他の関係主体） 

警察（指導取締り）、公安委員会（交通規制） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成１５年１０月１０日）「第３章に記載あり」 

 【本部決定】 

  第８次交通安全基本計画（平成１８年３月１４日） 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

－ 約３割抑止 ※１ 約３割抑止 ※２ 約３割抑止 ※３ ※４ ※４ 
※１ 平成１５年度に対策が概成した７６８箇所が対象 

※２ 平成１６年度までに対策の概成した１，３３６箇所が対象 

※３ 平成１７年度までに対策の概成した２，２６１箇所が対象 

※４ データがないため、記載不可 

 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

幹線道路における対策を効率的かつ効果的に実施するため、特に事故の危険性が高い箇所を事故危険箇所として

指定し、公安委員会と連携して交差点改良等の交通事故対策を集中的に実施。 

予算額：交通安全の確保 

    事業費６，０９６億円の内数（平成１９年度） 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

事故危険箇所に関わる指標については、平成１５～１７年度に対策の概成した箇所について、目標値を達成して

いる。他の箇所についても同様の対策を実施していることから、同様の効果が得られるものと考えられ、順調と推

測される。 

（事務事業の実施状況） 

事故危険箇所は、死傷事故率が幹線道路平均の５倍以上の箇所等を平成１５年７月に３，９５６箇所抽出し、平

成１９年度末までに３，６４５箇所で対策に着手。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

事故危険箇所に関する指標は、平成１５～１７年度に対策が概成した箇所については、目標値を達成しているこ

とからＡ－２と評価した。引き続き事故データに基づく重点的な対策を実施する。 

なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 
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平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局地方道・環境課 道路交通安全対策室（室長 小口 浩） 

関係課：道路局国道・防災課（課長 深澤 淳志）    
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○活 力 
 

政策目標６ 

国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 

 

施策目標２３ 

国際競争力・地域の自立等を強化する道路ネットワークを形成する 

国際競争力・地域の自立等を強化するため、国際物流に対応した基幹ネッ

トワークや日常の暮らしを支える生活幹線道路ネットワークを構築する。 

 

業績指標 

１２７ 規格の高い道路を使う割合 

１２８ 拠点的な空港・港湾への道路アクセス率 

１２９ 
隣接する地域の中心の都市間が改良済みの国道で連絡されてい

る割合 

１３０ 
日常生活の中心となる都市まで、３０分以内で安全かつ快適に

走行できる人の割合 
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【評価結果の概要】 

 

（総合的評価） 

 国際物流に対応した基幹ネットワークの構築および日常の暮らしを支える生活幹線道路

ネットワークの構築に向け、各業績指標とも着実かつ順調に推移しているところである。

引き続き、重点的かつ効率的な道路ネットワークの整備を推進し、国際競争力・地域の自

立等を強化する道路ネットワークの形成を図る必要がある。 

 

（必要性） 

高規格幹線道路網等の幹線道路ネットワークは、わが国の広域的、国際的な社会経済活

動を支える根幹的な社会基盤であり、新たな国土計画の方向性と呼応して国家的見地から

戦略的に進めることが必要である。また、地域経済の強化や安心して暮らせる地域社会の

形成などを図ることが重要であり、それを支える生活幹線道路ネットワークが必要である。 

 

（有効性） 

都市部への交通集中による深刻な渋滞の解消、地域活性化の支援、及び物流の効率化等

の政策的な課題に対応するため、料金社会実験等の結果を踏まえた効果的な料金施策を実

施しているところである。また、既存高速ネットワークの機能強化を図るため、高速道路

の利便性の向上、地域生活の充実、地域経済の活性化に資するスマートインターチェンジ

の整備や事故発生状況等を踏まえた安全性の向上等を推進しているところである。各業績

指標とも概ね順調かつ着実に推移していることから本施策が施策目標達成に有効であると

評価できる。 

 

（効率性） 

高速道路及び並行する一般道路の渋滞や沿道環境の改善を図り、また、地域の活性化支

援、物流コストの低減など政策的な課題に対応するよう、高速道路料金の引き下げによる

既存高速道路ネットワークの有効活用を進めているところである。また、生活幹線道路ネ

ットワークの形成においては地域の実情に応じつつ効率的な道路整備を行う観点から、 

１．５車線的整備等も推進しているところである。 

 

（反映の方向性） 

・多様で弾力的な高速道路料金の推進 

・ＥＴＣを活用した追加ＩＣの社会実験の実施と本格導入の実施 

・国際物流基幹ネットワーク整備の推進 

・地域の実情に応じた１．５車線的整備等の推進 
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業績指標１２７ 

規格の高い道路を使う割合 

 

評 価 

 

    Ａ－２ 

 

目標値：１５％（平成１９年度） 

実績値：１５％（平成１９年度）（速報値） 

初期値：１３％（平成１４年度） 

 

（指標の定義） 

全道路の走行台キロ（注）に占める自動車専用道路等の走行台キロの割合 
（注）区間毎の交通量と道路延長を掛け合わせた値であり、道路交通の量を表す。 

（目標設定の考え方・根拠） 

欧米の状況等を勘案し、地域の実情によって２０％～３０％を達成することを長期目標とした場合の平成１９年度

の値として設定。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  第１６２回政策方針演説(平成１７年１月２１日)、第１６４回政策方針演説(平成１８年１月２０日)、第１６６

回政策方針演説(平成１９年１月２６日) 

第１６８回政策方針演説(平成１９年１０月１日) 

 【閣議決定】 

  道路特定財源の見直しに関する具体策(平成１８年１２月８日)、アジアゲートウェイ構想(平成１９年５月１６

日)、地方再生戦略(平成２０年１月２９日) 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画(平成１５年１０月１０日)「第３章に記載あり」 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  道路特定財源の見直しについて(平成１９年１２月７日) 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

１３％ １３％ １４％ １４％ １５％ １５％ 

 

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

16.0%

H14 H15 H16 H17 H18 H19

実績値

目標値

規格の高い道路を使う割合

 
事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

①規格の高い道路のネットワーク構築 

高規格幹線道路・地域高規格道路の着実な整備等により、規格の高い道路を使う割合を引き上げ、自動車交通の

高速性、円滑性を確保するとともに、安全性の向上、生活環境の改善を図る。 

予算額：広域的モビリティの確保 

事業費２７，８７６億円の内数（平成１９年度） 

②多様で弾力的な料金施策への取組 

ＥＴＣ利用者を対象としたマイレージ割引や大口・多頻度割引、時間帯割引等の料金割引を積極的に実施。 

③スマートＩＣの活用等による追加ＩＣの整備促進 

ＥＴＣを活用した追加インターチェンジの本格導入を実施。 
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関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

○幹線道路の渋滞、生活道路の事故、沿道の騒音等を改善するため、自動車専用道路などの規格の高い道路(以

下「高速道路等」)に長い距離を走行する交通を分担させて、生活道路と使い分けることが重要。 

○規格の高い道路を使う割合の速報値は１５％であり、前年度からほぼ横ばいであるが、規格の高い道路の走行

台キロは増加傾向にある。 

○ミッシングリンク区間の新規路線の供用により、路線全体の利用促進につながる事例もある。 

○高速道路の時間帯割引の導入により、割引時間帯で走行台数が増加し、高速道路に並行する一般道の交通量分

担率に減少が見られた。 

 

（事務事業の実施状況） 

○規格の高い道路のネットワーク構築 

・高規格幹線道路の整備 

平成１９年度末供用延長９，３３２ｋｍ 

（平成１９年度新規供用延長２８５ｋｍ） 

・地域高規格道路の整備 

平成１９年度末供用延長１，８３３ｋｍ 

（平成１９年度新規供用延長１０７ｋｍ） 

○多様で弾力的な料金施策への取組 

・各高速道路会社は、ＥＴＣ利用者を対象とした「マイレージ割引」、「大口・多頻度割引」、「時間帯割引」等を

実施。 

○スマートＩＣの活用等による追加ＩＣの整備促進 

・ＥＴＣを活用した追加インターチェンジの導入に向けた社会実験の実施と本格導入の実施。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

○業績指標は、平成１８年度の１５％が平成１９年度末に１５％とほぼ横ばいであるが、規格の高い道路の走行

台キロは増加傾向にあり、目標達成に向けて指標は順調に推移していることから、Ａと判断した。 

○高規格幹線道路及び地域高規格道路等の規格の高い道路のネットワークの整備にあたり、投資効果を最大限発

揮できるよう重点的かつ効率的に整備を推進。 

○地域の活性化、物流の効率化、都市部の深刻な渋滞の解消、地域温暖化対策等の政策課題に対応する観点から、

料金引下げ、スマートインターチェンジの増設等、既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化策を推

進。 

 なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局企画課 道路経済調査室（室長 森 昌文） 

関係課：道路局 国道・防災課（課長 深澤 淳志） 

    道路局 地方道・環境課（課長 吉崎 収） 

道路局 有料道路課（課長 上野 進一郎）  

都市・地域整備局 街路交通施設課（課長 松井 直人） 
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業績指標１２８ 

拠点的な空港・港湾への道路アクセス率 

 

評 価 

 

Ａ－２ 

目標値：６８％（平成１９年度） 

実績値：６９％（平成１９年度） 

初期値：５９％（平成１４年度） 

 

 

（指標の定義） 

高規格幹線道路、地域高規格道路又はこれらに接続する自動車専用道路のインターチェンジ等から１０分以内に

到達が可能な拠点的な空港・港湾（注）の割合 
注：拠点的な空港…第一種空港及び国際定期便が就航している第二種空港 

  拠点的な港湾…総貨物取扱量が１，０００万トン／年以上又は国際貨物取扱量が５００万トン／年以上の重要港湾及び特定重要港湾（国際コ

ンテナ航路、国際フェリー航路又は内貿ユニット航路のいずれも設定されていないものを除く。） 
（目標設定の考え方・根拠） 

 長期的に国際競争力の確保に必要な水準（約９０％）を目指すこととして、平成１９年度の目標を設定。 

（外部要因） 

 地元調整の状況等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  アジア・ゲートウェイ構想(平成１９年５月１６日) 

 【閣議決定】 

  総合物流施策大綱(２００５～２００９)(平成１７年１１月) 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画(平成１５年１０月１０日) 「第２章に記載あり」 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

経済成長戦略大綱(平成１８年７月６日) 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

５９％ ６１％ ６１％ ６６％ ６７％ ６９％ 

 

 

 

 

拠点的な空港・港湾への道路アクセス率

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

H14 H15 H16 H17 H18 H19

実績値

目標値

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

 ○拠点的な空港・港湾へのアクセス道路の整備（◎） 

  マルチモーダル輸送体系の構築を通じた国際競争力の向上や観光交流の促進等を通じた地域経済の活性化を

図るため、拠点的な空港・港湾へのアクセス道路の重点的な整備を推進する。 

  予算額：国際的な水準の交通サービスや国際競争力等の確保・強化 

      事業費１１，６２２億円の内数 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本重点事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業の概要 

 該当なし 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・アクセス率については、平成１４年度末の５９％が平成１９年度末に６９％まで向上し、指標の目標値を達成

した。 

・指標の進捗は順調であるものの、その水準自体はアメリカの９１％（平成１３年度末）、欧州（英・仏・独・

伊）の８４％（平成１３年度末）に比べ依然として低水準であり、その向上が不可欠である。 

・また、橋梁の強度等の問題により物流上重要なルート上においても通行が制限されるなどの区間が存在し、迂

回や積み替えなどによりリードタイムやコストが増加するため、国際競争力の観点からも大きな問題となって

いる。 

  

（事務事業の実施状況） 

・平成１９年度においては、那覇空港へのアクセス道路である那覇空港自動車道（豊見城東道路）の供用により、

１０分以内の道路アクセスを確保した。 

・効率的な物流ネットワークを構築する観点から、国際標準コンテナ車（最大積載時の車両総重量４４t、車高

４．１m）の通行を可能とすべき幹線道路ネットワーク（国際物流基幹ネットワーク）を選定し、国際物流戦

略の観点から、大阪中央環状線鳥飼大橋等約４０区間において、支障区間の解消に向けた事業を実施した。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・業績指標は、平成１４年度末の５９％が平成１９年度末に６９％まで向上し、指標の目標値を達成したことか

ら、Ａ－２と評価した。 

・国際競争力の確保に必要な水準（約９割）より依然として低い水準にあり、未達成のアクセス道路について、

ハード・ソフト施策を組み合わせてアクセスの迅速化に努めるとともに、国際競争力の向上を図るため、既に

達成済の空港・港湾についても更なるアクセス向上に努めていくこととしている。 

・国際物流に対応した道路ネットワークが不足している等の問題があるため、橋梁補強等の緊急対策事業を実施

し、国際標準コンテナ車が、国際物流戦略の観点から重要な港湾等と大規模物流拠点間を支障なく通行できる

道路ネットワーク（国際物流基幹ネットワーク）の整備を図る。 

 なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局企画課 道路経済調査室（室長 森 昌文） 

 

 

331



業績指標１２９ 

隣接する地域の中心の都市間が改良済みの国道で連絡されている割合 

 

評 価 

 

    Ａ－２ 

 

目標値：７７％（平成１９年度） 

実績値：７７％（平成１９年度） 

初期値：７２％（平成１４年度） 

 

（指標の定義） 

隣接する地域の中心の都市（注）間を結ぶルートが、車道幅員５．５ｍ以上の国道で改良又は整備されているルー

ト数の割合。 
(注)陸路で連絡する隣接二次生活圏の存在しない圏域を除く二次生活圏（北海道については地方生活圏）の中心都市を指す。ただし、二次生活圏が設

定されていない首都圏・近畿圏・中部圏については都府県庁所在地を用い、同一の二次生活圏に複数の中心都市が存在する場合は人口の多い都市を対

象としている。【合計約３００都市】 

二次生活圏とは、高度な買い物ができる商店街や専門医を持つ病院、高等学校等の広域利用施設に準じた施設が、概ねバスで１時間程度で行ける範

囲の圏域（半径６～１０ｋｍ程度）。 

地方生活圏とは、総合病院、各種学校、中央市場等の広域利用施設が、概ねバスで１～１．５時間程度で行ける範囲の圏域（半径２０～３０ｋｍ程

度）。 
（目標設定の考え方・根拠） 

長期的には１００％を目指すこととして、平成１９年度の目標を設定。 

（外部要因） 

地元調整の状況等 

（他の関係主体） 

地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成１５年１０月１０日）「第２章に記載あり」 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

過去の実績値        （年度）

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

７２％ ７３％ ７４％ ７４％ ７５％ ７７％ 

 

70%

71%

72%

73%

74%

75%

76%

77%

78%

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

達成率

目標値

 

 

 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

住民生活（通勤、通学、医療、福祉、防災）の利便性の向上、地域経済の活性化等を図るため、隣接する地域の

中心都市を結ぶルートである「地域間交流ルート」を重点的に整備を推進する。（◎） 

予算額 地域間交流・観光交流等内外交流の推進 

    ３，２６１億円の内数（平成１９年度） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成１４年度実績値７２％から平成１９年度実績値が７７％となり目標を達成した。 

（事務事業の実施状況） 

平成１９年度は、２次生活圏の中心都市２２市に関連する地域間交流ルートである１１ルートの整備を新たに完

了したことにより、地域を結ぶルートの走行性、安定性を高め、住民生活や観光交通等の利便性の向上が図られ、

全国値では初期値７２％から実積値７７％まで向上した。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・指標は順調に推移し、目標を達成したため、Ａ－２と評価した。 

 

・しかし、未整備の地域が残っているため、引き続き、高次医療や多様化する消費・余暇活動などに伴う高度な

都市型サービスの広域利用を可能とするため、日常生活が営まれる一定の圏域（日常活動圏）を連絡する道路

網について重点的に整備する。 

 なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局 国道・防災課（課長 深澤 淳志） 
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業績指標１３０ 

日常生活の中心となる都市まで、３０分以内で安全かつ快適に走行できる人の割合 

 

評 価 

 

    Ａ－２ 

 

目標値：６８％（平成１９年度） 

実績値：６８％（平成１９年度） 

初期値：６３％（平成１４年度） 

 

（指標の定義） 

本指標は、日常生活の中心となる都市まで、改良された道路を利用して３０分以内に安全かつ快適に移動できる

人の割合（安定到達率）を表す。 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成１４年度末現在、日常生活の中心となる都市まで、３０分以内で到着できるものの、安定・快適な走行が確

保されない人口（約１，２００万人）を解消することにより得られるアウトカム量（約８０％）を長期目標（平成

３２年を目処）として設定した場合の平成１９年度の値として設定。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

地方公共団体等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・市町村合併支援事業（平成１４年４月２２日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

６４％ ６５％ ６５％ ６６％ ６８％ 

 

日常生活の中心となる都市まで、30分以内で
安全かつ快適に走行できる人の割合

60%

62%

64%

66%

68%

70%

H14 H15 H16 H17 H18 H19

実績値

目標値

 
 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

地域内の交流の円滑化に資する道路整備として、市町村合併支援事業等を推進する。また、地域の実情に応じつ

つ効率的な道路整備を推進する観点から、１．５車線的道路整備等を推進する。 

 予算額：地域間交流・観光交流等内外交流の推進 

     ３，２６１億円の内数（平成１９年度） 

関連する事務事業の概要 

該当なし 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成１４年度実績値６３％から平成１９年度の実績値が６８％となり、業績指標の目標値を達成した。 

（事務事業の実施状況） 

１．５車線的道路整備の積極的な採用等による効率的な道路整備、地域内の効率的なネットワーク形成に寄与

する市町村合併支援事業の推進等により、安定到達人口は約１３０万人増加した。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

指標は順調に推移しているため、Ａ－２評価とした。しかし、日常的な移動の安全性や快適性が損なわれている

地域が残っているため、引き続き、日常生活の中心となる都市まで、改良された道路を利用して３０分以内に安全

かつ快適に移動できるようにするため、市町村合併支援事業等の地域内の交流の円滑化に資する道路整備等を重点

的に支援する。 

なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 
 

平成２０年度以降における新規の取組 

なし。 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局地方道・環境課（課長 吉崎 収） 
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○活 力 
 

政策目標８ 

都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 

 

施策目標３２ 

道路交通の円滑化を推進する 

渋滞対策をはじめとした交通の快適性・利便性向上を図ることで、道路交

通の円滑化を推進する。 

 

業績指標 

１６４ 三大都市圏環状道路整備率 

１６５ 道路渋滞による損失時間 

１６６ 路上工事時間の縮減率 

１６７ ＥＴＣ利用率 
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【評価結果の概要】 

 

（総合的評価） 

 道路交通の円滑化推進に向け、一部の業績指標については課題があるものの、各業績指

標とも概ね順調かつ着実に推移しているところである。事業の進捗に遅れが生じているな

どの課題が生じている区間については、事業の早期供用を図り、交通円滑化を推進する必

要がある。引き続き、渋滞対策の推進、ＥＴＣの利用促進、路上工事時間の縮減など交通

円滑化に資する施策を推進することが必要である。 

 

（必要性） 

わが国の渋滞損失時間は、減少傾向にあるものの、依然として約３１．６億人時間（平

成１９年実績）に上っており、これは貨幣価値換算すると約９．４兆円という大きな損失

に値することから、更なる渋滞対策の推進が必要である。 

 

（有効性） 

慢性的な渋滞の緩和・解消を図るため、路上工事の縮減や有料道路における弾力的な料

金施策等のソフト施策と併せ、環状道路やバイパスの整備、交差点の立体化等交通容量拡

大策を推進しているところである。また、総合的な交通戦略の展開を行い、ＬＲＴの導入

や交通結節点の改善、ＴＤＭ施策等公共交通機関や徒歩・自転車への交通行動転換策を推

進しているところである。各業績指標とも概ね着実に推移していることから本施策が施策

目標達成に有効であると評価できる。 

 

（効率性） 

既存ストックの有効活用の視点からＴＤＭ施策のこれまで以上の推進を図っていくとと

もに、ハード整備においては、改良再生の視点を踏まえて、片方向立体交差や乗用車専用

道路等のよりコスト縮減・工期の短縮に配慮した対策を積極的に導入していく。また、路

上工事による道路交通への影響を抜本的に改善するため、地方自治体等と連携し、主要都

市での年間路上工事時間の縮減や工事の平準化を図るよう関係者と調整するほか、制度上

や予算上の様々な工夫を検討する。 

 

（反映の方向性） 

・用地取得の迅速化および事業の早期供用の促進 

・地域の主体的な路上工事マネジメントの推進 

・より一層のＴＤＭ施策の推進 

・交差点立体化等の交通容量拡大策の推進 
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業績指標１６４ 

三大都市圏環状道路整備率 

 

評 価 

 

    Ｂ－１ 

 

目標値：６０％（平成１９年度） 

実績値：５３％（平成１９年度） 

初期値：３５％（平成１４年度） 

 

 

（指標の定義） 

三大都市圏で計画している環状道路の供用延長を計画延長で割ったもの。 

（目標設定の考え方・根拠） 

都市再生本部決定などで定められた目標や現在までの進捗状況等から平成１９年度目標値を算出。 

（外部要因） 

地元調整の状況等 

（他の関係主体） 

該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  第１６６回政策方針演説(平成１９年１月２６日)、第１６８回政策方針演説(平成１９年１０月１日) 

 【閣議決定】 

  都市再生プロジェクト(平成１３年８月２８日)、アジアゲートウェイ構想(平成１９年５月１６日)、地域再生戦

略(平成２０年１月２９日) 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画(平成１５年１０月１０日)「第３章に記載あり」 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

３５％ ３５％ ４２％ ４３％ ５０％ ５３％ 

 

三大都市圏環状道路整備率

30%

40%

50%

60%

70%

H15 H16 H17 H18 H19

実績値
目標値

 
 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○三大都市圏環状道路の整備 

三大都市圏の都心部における慢性的な渋滞や沿道環境の悪化等を大幅に解消するとともに、その整備により誘導

される新たな都市拠点の形成等を通じた都市構造の再編を促す三大都市圏環状道路の整備を推進。 

予算額：国際的な水準の交通サービスや国際競争力等の確保・強化 

事業費１１，６２２億円の内数（平成１９年度） 

関連する事務事業の概要 

該当なし 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

○平成１９年度は、首都高速中央環状新宿線（熊野町ＪＣＴ～西新宿ＪＣＴ）等、計２９ｋｍの供用を開始した

ところであり、三大都市圏の環状道路整備率の実績値は５３％であったが、目標値の達成には至らなかった。

（事務事業の実施状況） 

○三大都市圏環状道路の整備 

平成１９年度末供用延長６４１ｋｍ 

（平成１９年度新規供用延長２９ｋｍ） 

課題の特定と今後の取組の方向性 

○業績指標は、平成１４年度の３５％が平成１９年度末に５３％まで向上しており、平成１９年１２月には、首

都高速中央環状新宿線（熊野町ＪＣＴ～西新宿ＪＣＴ）６．７ｋｍが供用するなど、整備率は着実に向上し

たものの、主には以下の理由などにより、一部の区間で用地取得が難航したこと等によって事業の進捗に遅

れが生じていることからＢ－１とした。 

・事業の早い段階から事業認定を見据えた事業計画の策定、工程管理がなされていなかった 

・工事工程と用地取得上の工程の情報共有が不十分だったため、工事工程上重要な地域に用地交渉が難航

している箇所が残るなど、効率的な工程管理ができていなかった 

・自治体との情報共有が十分にできていなかった 

○平成２０年度は、首都圏中央連絡自動車道（阿見東～江戸崎）６．０ｋｍ、東海環状自動車道（美濃関～西関）

２．９ｋｍの新規供用を予定。 

○今後は、用地取得の迅速化を図り、事業の早期供用に努める。 

なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

用地取得上のリスクを体系的に整理し、できるだけ計画段階で用地取得上のリスクを把握することにより、重点

的に用地交渉を実施する箇所を明確にし、関係者間で十分な情報共有を図ることによって、用地取得上のリスク

を事業計画に反映するとともに、人材の効率的な配置などの用地取得行程管理計画の策定や、事業認定の適切な

活用により、計画的な用地取得を実現し、事業の早期供用に努める。 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともあ

る。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局企画課 道路経済調査室（室長 森 昌文） 

関係課：道路局 国道・防災課（課長 深澤 淳志） 

道路局 有料道路課（課長 上野 進一郎）  

都市・地域整備局 街路交通施設課（課長 松井 直人） 
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業績指標１６５ 

道路渋滞による損失時間 

 

 

 

（指標の定義） 

渋滞がない場合の所要時間と実際の所要時間の差を一定区間毎に算出し、合計したもの（年間１億人時間の損失と

は、１年間に１億人が各々１時間損失することを意味する。） 

（目標設定の考え方・根拠） 
長期的に受忍限度を超えない程度まで渋滞が解消・緩和された状態を目指すこととして、平成１９年度の目標を設定 

（外部要因） 

交通量の変動 

（他の関係主体） 

該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画(平成１５年１０月１０日) 「第２章、第３章に記載あり」 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

３８．１億人時間 ３７．６億人時間 ３６．９億人時間 ３５．１億人時間 ３３．１億人時間 ３１．６億人時間

 

道路渋滞による損失時間

30

32

34

36

38

40

H14 H15 H16 H17 H18 H19

（億人時間）

実績値

目標値

 
 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○渋滞対策の推進（◎） 

環状道路やバイパス整備、交差点の立体化、路上工事の縮減や有料道路の弾力的な料金施策、ＴＤＭ施策等公共

交通機関や徒歩・自転車への交通行動転換策 

予算額：都市交通の快適性・利便性の向上  

事業費８，７６７億円の内数（平成１９年度） 
(注)◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本重点事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

評 価 

 

Ａ－２ 

 

目標値：３８．１億人時間／年を約１割削減（平成１９年度） 

実績値：３１．６億人時間／年（平成１９年度） 

初期値：３８．１億人時間／年（平成１４年度） 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成１４年度実績値３８．１億人時間／年に対し、平成１９年度の道路渋滞による損失時間の実績値は

３１．６億人時間／年（平成１４年度実績値と比較して約１７％削減）となり、３８．１億人時間／年を約１

割削減するという目標は、達成出来たと判断できる。 

（事務事業の実施状況） 

環状道路やバイパスの整備、交差点の立体化等交通容量拡大策、連続立体交差事業、交通結節点改善事業や

ＴＤＭ施策等を引き続き実施している。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・業績指標は、平成１８年度において既に指標の目標値を達成しており、平成１９年度の実績値も３１．６億人

時間／年と順調に推移していることから、Ａ－２と判断した。 

・今後、より利用者の実感にあった渋滞対策を進めていくため、客観的なデータに基づき、重点的に対策を行う

箇所を選定していく。具体的な対策としては、交通容量拡大策にあわせ、路上工事の縮減や有料道路の弾力的

な料金施策とともに、公共交通機関や自転車の利用促進等の施策をより積極的に実施する。また、公安委員会

との連携を強化し、信号高度化に併せた局所的な交差点改良等による交通の円滑化を行う。 

なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局企画課 道路経済調査室（室長 森 昌文） 
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業績指標１６６ 

路上工事時間の縮減率 

 

 

 

（指標の定義） 

直轄国道１ｋｍあたりの路上工事に伴う年間の交通規制時間 

（目標設定の考え方・根拠） 

モデル事務所において実施した、各種路上工事縮減施策実施による路上工事縮減に関するシミュレーション結果を

基に算出 

（外部要因） 

地震・豪雨等の大規模災害の発生 

（他の関係主体） 

地方公共団体（事業主体）、占用企業者（路上工事実施主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画(平成１５年１０月１０日) 「第２章に記載あり」 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

１８６ １４３ １２６ １２３ １１４ 
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・
年
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目標値

実績

 
 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

工事調整による共同施工や集中工事の実施に加え、道路利用者による工事実施状況のチェックを行うなどの外部

評価の強化による路上工事縮減施策を実施（◎） 

予算額：都市交通の快適性・利便性の向上  

事業費８，７６７億円の内数（Ｈ１９年度） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本重点事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

評 価 

 

    Ａ－２ 

 

目標値：２０１時間／ｋｍ・年を約２割削減（平成１９年度）

実績値：１１４時間／ｋｍ・年（平成１９年度） 

初期値：２０１時間／ｋｍ・年（平成１４年度） 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成１４年度の実績値２０１時間／ｋｍ・年に対して、平成１９年度の実績は１１４時間／ｋｍ・年（４３％減）

となり、平成１８年度に引き続き、目標値以上の縮減を達成した。三大都市においては、直轄国道に加え、主要な

地方管理道路も含めて評価し、平成１４年度と比較して東京２３区：約２４％減、名古屋市：約６７％減、大阪市

約７０％減となり、３大都市圏において縮減を達成した。 

（事務事業の実施状況） 

業務指標を達成するために、関係者間（占用企業等）の工事調整により、共同施工、集中工事、年末・年度末の

工事抑制等を推進、「工事内容」をわかりやすく表示した工事看板の導入・インターネットでの工事情報の提供等

道路利用者への情報提供の充実を図るなど、各地域の実情を踏まえたきめ細かな路上工事縮減への取り組みを実施

した。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

業績指標は平成１４年度の２０１時間／ｋｍに対して、平成１９年度は１１４時間／ｋｍ・年（４５％減）とな

り、指標の目標値以上の縮減を達成したことからＡ－２と評価した。 

 

今後とも、工事の実態や不満等を踏まえた路上工事削減行動計画を地方公共団体と共に策定するなど、地域の主

体的な路上工事マネジメントを引き続き推進する予定である。 

なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

なし 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局国道・防災課保全企画室（室長 伊勢田 敏） 
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業績指標１６７ 

ＥＴＣ利用率 

 

評 価 

 

    Ｂ－１ 

 

目標値：約８割（平成２０年春） 

実績値：７６％（※日別データ：平成２０年１月２４日） 

初期値：５％（平成１４年度） 

 

 

（指標の定義） 

ＥＴＣの導入済み料金所においてＥＴＣを利用した車両の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

長期的に１００％を目指すこととして平成２０年春の目標を設定 

（外部要因） 

交通量の変動 

（他の関係主体） 

該当なし 

（重要政策） 

【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画(平成１５年１０月１０日)「第３章に記載あり」 

 【本部決定】 

  なし 

 【政府・与党申合】 

 なし 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１８春 Ｈ１９春 Ｈ１９ 

５％ １６％ ４７％ ６５％ ７２％ ７６％ 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○ＥＴＣの利用促進・活用推進 

ＥＴＣへの利用転換を促進するため、引き続きＥＴＣ車載器リース制度等の車載器購入支援やＥＴＣがすぐに利用

できるワンストップサービス等のＥＴＣの利用機会の拡大に向けた支援を実施する。 

予算額：都市交通の快適性・利便性の向上  

事業費８，７６７億円の内数（平成１９年度） 

関連する事務事業の概要 

 該当なし 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・普及促進策や高速道路会社の割引施策等により当初の想定よりもＥＴＣの利用率が急激に増加したため、２年前

倒して目標値を再設定し、施策を実施している。 

・平成１４年度実績値５％に対して平成１９年度の実績値は７６％（日別データ：平成２０年１月２４日）となり、

指標は順調に推移している。 

・首都高速道路本線料金所の渋滞は、ほぼ解消した。 

・東名高速東京料金所（上り）では、年末年始やゴールデンウィーク時期の繁忙期において渋滞がほぼ解消した。

・目標を約８割(平成２０年春)としてフォローアップを継続する。 

（事務事業の実施状況） 

・ＥＴＣ車載器購入費用軽減策として、マイレージポイントの付与や車載器購入支援を実施。 

・マイレージ割引や時間帯割引等の多様で弾力的な料金割引を実施。 

・ワンストップサービスの実施 

・高速道路会社６社による共通広報の実施 
課題の特定と今後の取組の方向性 

業績指標は、平成１４年度実績値５％に対して平成１９年度の実績値は７６％であり、再設定した指標の目標値約

８割には届かなかったためＢ－１と評価したが、ＥＴＣの利用率は着実に増加しており順調に推移している。また、

さらにＥＴＣの効果を発現させるため、以下の施策等を実施する。 

・ＥＴＣ車載器リース制度等の車載器購入支援の実施 

・ワンストップサービスの実施 

・地方有料道路へのＥＴＣの普及 

・ＥＴＣの利便性のＰＲなどの広報の実施 

なお、「今後の取組の方向性」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。 

 

平成２０年度以降における新規の取組 

地方道路公社の有料道路におけるＥＴＣ整備への貸付制度等の活用により、ＥＴＣ利用率の更なる向上を図る。 

なお、「平成２０年度以降における新規の取組」については、道路の中期計画の議論を踏まえて見直すこともある。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局 有料道路課（課長 上野 進一郎） 
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